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当
該
知
事
指
定
薬
物
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に

規
定
す
る
指
定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医

療
等
の
用
途
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
七

年
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）
の
施
行
に
よ
り
、
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
十
五
項
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
薬
物
に
指
定
さ
れ
る
た
め

三
　
失
効
年
月
日

令
和
七
年
二
月
六
日

四
　
罰
則
の
適
用

こ
の
指
定
の
失
効
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

目

次

平
成
三
十
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
令
和
八
年
十
二
月
三
十
一
日

ま
で

三
　
施
行
地
区

江
戸
川
区
平
井
五
丁
目
地
内

四
　
事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

江
戸
川
区
平
井
五
丁
目
十
番
十
二
号

平
成
三
十
年
十
一
月
十
四
日

五
　
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
二
月
五
日

◉
東
京
都
告
示
第
八
十
五
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
四
十
五

条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
白
金
一
丁
目
東
部
北
地
区
市
街
地
再
開

発
組
合
の
解
散
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
五
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
八
十
六
号

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
東
京
都

条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定

薬
物
の
指
定
が
次
の
と
お
り
効
力
を
失
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
五
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
失
効
す
る
知
事
指
定
薬
物
の
名
称

別
表
の
と
お
り

二
　
失
効
の
理
由

告
　
　
　
示

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
認
可

　
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…	

一

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
解
散
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

一

○
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
失
効
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
）…	
一

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
八
十
四
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
平
井
五
丁
目
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発

組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
二
月
五
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
組
合
の
名
称

平
井
五
丁
目
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二
　
事
業
施
行
期
間

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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【別表】 
化学名 通称名

（１） ２－（エチルアミノ）－２－（２－フルオロフェ

ニル）シクロヘキサン－１－オン及びその塩類

２Ｆ－ＮＥＮＤＣＫ、

２Ｆ－２ＯＸＯ－ＰＣＥ、

２－ＦＸＥ、

２－ｆｌｕｏｒｏｄｅｓｃｈｌｏｒｏ－Ｎ－ｅｔｈｙｌ－

ｋｅｔａｍｉｎｅ

（２） ２－［（４－メトキシフェニル）メチル］－５－ニ

トロ－１－［２－（ピロリジン－１－イル）エチ

ル］－１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール及びその

塩類

Ｍｅｔｏｎｉｔａｚｅｐｙｎｅ、

Ｎ－Ｐｙｒｒｏｌｉｄｉｎｏ Ｍｅｔｏｎｉｔａｚｅｎｅ

（３） （８Ｒ）－６－アリル－１－（シクロプロパンカ

ルボニル）－Ｎ，Ｎ－ジエチル－９，１０－ジデ

ヒドロエルゴリン－８－カルボキシアミド及びそ

の塩類

１ｃＰ－ＡＬ－ＬＡＤ

（４） （８Ｒ）－１－（シクロプロパンカルボニル）－

Ｎ－メチル－Ｎ－（プロパン－２－イル）－６－

メチル－９，１０－ジデヒドロエルゴリン－８－

カルボキシアミド及びその塩類

１ｃＰ－ＭｉＰＬＡ、

１ｃＰ－ＭＩＰＬＡ


